
政
令
第
百
三
十
三
号

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
条
第

一
項
、
法
第
十
一
条
の
三
第
一
項
、
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
十
二

条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
三
条
第
二
項
並
び
に
法
第
十
六
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

五
項
並
び
に
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
（
法
附
則
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
九
条
の
七
を
第
九
条
の
八
と
し
、
第
九
条
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
在
宅
勤
務
等
手
当
）

第
九
条
の
七

法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
職
給
与
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る



場
所
、
政
令
で
定
め
る
時
間
及
び
政
令
で
定
め
る
期
間
並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
在
宅
勤
務
等
手
当

の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
に
属
す
る
国
家
公
務
員
の
例
に
よ
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
百
分
の
三
十
三
」
を
「
百
分
の
四
十
三
」
に
、
「
百
分
の
四
十
五
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
五
・

五
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
百
分
の
十
六
、
百
分
の
十
二
・
三
七
五
、
百
分
の
十
一
又
は
百
分
の
六
・
八
七
五
」
を
「
百

分
の
二
十
六
、
百
分
の
二
十
五
、
百
分
の
二
十
一
、
百
分
の
二
十
、
百
分
の
十
六
・
五
、
百
分
の
十
六
又
は
百
分
の
八
・
二

五
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
四
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
防
衛
大
臣
の
」
を
「
防
衛
省
令
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
防
衛

大
臣
の
指
定
す
る
」
を
「
防
衛
省
令
で
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
中
「
防
衛
大
臣
の
指
定
す
る
」
を
「
防
衛
省
令
で
定
め
る
」
に
、
「
防
衛
大
臣
が
」
を
「
防
衛

省
令
で
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
四
の
三
第
四
項
中
「
防
衛
大
臣
の
指
定
す
る
」
を
「
防
衛
省
令
で
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
防
衛
大
臣
の
指
定
す
る
」
を
「
防
衛
省
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
防
衛
大
臣
の
」
を
「
防
衛
省
令
で
」
に
改
め
る
。



第
十
七
条
の
五
の
二
第
一
項
中
「
自
衛
官
等
が
」
の
下
に
「
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
」
を
、
「
か
ら
」
の

下
に
「
、
法
第
二
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
そ
の
他
防
衛
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
自
衛
官
等
で
あ
る

こ
と
の
確
認
を
受
け
、
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
防
衛
大
臣
の
指
定
す
る
」
を
「
防
衛
省
令
で
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
六
第
一
項
第
二
号
、
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
十
七
条
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び

第
五
号
、
第
二
項
、
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
並
び
に
第
五
項
第
二
号
中
「
防
衛
大
臣
が
」
を
「
防
衛
省
令
で
」
に
改

め
る
。

第
十
七
条
の
六
の
三
第
一
項
各
号
中
「
防
衛
大
臣
が
」
を
「
防
衛
省
令
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
防
衛
大
臣
が
指
定

す
る
」
を
「
防
衛
省
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
防
衛
大
臣
が
定
め
る
」
を
「
防
衛
省
令
で
定
め
る
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
防
衛
大
臣
が
定
め
る
」
及
び
「
防
衛
大
臣
が
指
定
す
る
」
を
「
防
衛
省
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条

第
七
項
中
「
防
衛
大
臣
が
」
を
「
防
衛
省
令
で
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
六
の
四
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
項
中
「
防
衛
大
臣
が
」
を
「
防
衛
省
令
で
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
六
の
五
第
三
項
中
「
の
例
に
準
じ
て
防
衛
大
臣
が
」
を
「
に
準
じ
て
防
衛
省
令
で
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
六
の
六
第
一
項
中
「
防
衛
大
臣
の
」
及
び
「
防
衛
大
臣
が
」
を
「
防
衛
省
令
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中



「
防
衛
大
臣
が
」
を
「
防
衛
省
令
で
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
八
の
二
中
「
防
衛
大
臣
の
」
を
「
防
衛
省
令
で
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
二
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
医
療
機
関
又
は
薬
局
等
）

第
十
七
条
の
八
の
三

法
第
二
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
医
療
機
関
又
は
薬
局
は
、
健
康
保
険
法
第
六
十
三

条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
薬
局
又
は
第
十
七
条
の
四
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
医
療
機

関
若
し
く
は
薬
局
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
医
療
機
関
又
は
薬
局
に
係
る
第
十
七
条
の
四
第
一
項
、
第
十
七
条
の
四
の
三
第
一
項
、
第
十
七
条
の
四

の
四
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
四
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
掲

げ
る
医
療
機
関
又
は
薬
局
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項

第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
薬
局
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
若
し
く
は
薬
局
（
以
下
「
特
定

医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
法
第
二
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
そ
の
他
防
衛
省
令
で
定
め
る
方
法

（
以
下
「
電
子
資
格
確
認
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
自
衛
官
等
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
、
そ
の
給
付
を
」
と
、
第
十

七
条
の
四
の
三
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
、
防
衛
省
令
で
定
め



る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
医
療
機
関
等
（
薬
局
を
除
く
。
）
か
ら
、
電
子
資
格
確
認
等
に
よ
り
、
自
衛
官
等
で
あ
る
こ
と
の

確
認
を
受
け
、
」
と
、
第
十
七
条
の
四
の
四
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
か
ら
」
と
あ
る

の
は
「
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
医
療
機
関
等
（
薬
局
を
除
く
。
）
か
ら
、
電
子
資
格
確
認
等
に
よ

り
、
自
衛
官
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
、
」
と
、
第
十
七
条
の
四
の
五
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
医
療
機
関
又
は
薬
局
（
以
下
「
保
険
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
特
定
医
療
機
関
等
か
ら
、
電
子
資
格
確
認
等
に
よ
り
、
自
衛
官
等
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
、
」
と
す
る
。

第
十
七
条
の
九
中
「
防
衛
大
臣
の
」
を
「
防
衛
省
令
で
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
省
令
へ
の
委
任
）

第
十
七
条
の
九
の
二

第
十
七
条
の
三
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
二
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
。

第
二
十
四
条
第
五
号
中
「
百
分
の
九
十
五
」
を
「
百
分
の
百
」
に
、
「
百
分
の
百
）
」
を
「
百
分
の
百
二
・
五
）
」
に
改

め
、
「
百
分
の
百
五
」
の
下
に
「
（
そ
の
者
が
退
職
の
日
の
前
日
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
自
衛
官
に
該
当
す
る
と
き
は
、

百
分
の
百
七
・
五
）
」
を
加
え
る
。



附
則
第
三
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
中
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
削
り
、
第
八
項
を
第
四
項
と
し
、
第
九
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
を
四
項
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。附

則
第
二
十
項
中
「
附
則
第
八
項
」
を
「
附
則
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
六
項
と
す
る
。

附
則
第
二
十
一
項
を
附
則
第
十
七
項
と
す
る
。

附
則
第
二
十
二
項
の
表
第
二
十
四
条
の
項
中
「
百
分
の
九
十
五
」
を
「
百
分
の
百
（
」
に
、
「
率
」
を
「
率
（
」
に
改
め
、

附
則
第
二
十
二
項
を
附
則
第
十
八
項
と
す
る
。

附
則
第
二
十
三
項
を
附
則
第
十
九
項
と
す
る
。

別
表
第
二
本
省
内
部
部
局
の
項
、
統
合
幕
僚
監
部
の
項
、
陸
上
幕
僚
監
部
の
項
及
び
海
上
幕
僚
監
部
の
項
中
「
規
定
す
る
」

を
「
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

防
衛
省
組
織
令
第
百
五
十
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
に
従
事
す
る
こ

航
空
幕
僚
監
部

一

と
を
本
務
と
す
る
職
員
（
防
衛
大
臣
の
定
め
る
者
に
限
る
。
）

別
表
第
二
自
衛
隊
サ
イ
バ
ー
防
衛
隊
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



⑴

極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
技
術
を
活
用
し
て
遂
行
す
る
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
る
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
業
務
で
重
要
度
及
び
困
難
度

五

が
極
め
て
高
い
も
の
に
従
事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
職
員
（
防
衛

大
臣
の
定
め
る
者
に
限
る
。
）

⑵

極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
技
術
を
活
用
し
て
遂
行
す
る
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
る
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
業
務
で
重
要
度
及
び
困
難
度

自
衛
隊
サ
イ
バ
ー

四

が
特
に
高
い
も
の
に
従
事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
職
員
（
⑴
に
掲

防
衛
隊

げ
る
者
を
除
く
も
の
と
し
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
者
に
限
る
。
）

⑶

極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
技
術
を
活
用
し
て
遂
行
す
る
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
る
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
業
務
で
重
要
度
及
び
困
難
度

が
高
い
も
の
又
は
こ
れ
と
一
体
と
な
つ
て
行
う
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関

三

す
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
職
員
（
⑴
及
び
⑵
に
掲

げ
る
者
を
除
く
も
の
と
し
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
者
に
限
る
。
）



別
表
第
二
防
衛
装
備
庁
の
項
中
「
規
定
す
る
」
を
「
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
防
衛
装
備
庁
内
部
部
局
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

防
衛
技
監

部
長

装
備
官

審
議
官

参
事
官

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
総
括
官

革
新
技
術
戦
略
官

調
達
総
括
官

総
務
官

人
事
官

会
計
官



監
察
監
査
・
評
価
官

装
備
開
発
官

艦
船
設
計
官

防
衛
装
備
庁
内
部
部
局

一
種

課
長

事
業
計
画
官

事
業
監
理
官

装
備
技
術
官

技
術
計
画
官

技
術
振
興
官

技
術
連
携
推
進
官

原
価
管
理
官

需
品
調
達
官

武
器
調
達
官



電
子
音
響
調
達
官

艦
船
調
達
官

航
空
機
調
達
官

輸
入
調
達
官

別
表
第
五
中
「
第
九
条
の
七
」
を
「
第
九
条
の
八
」
に
改
め
、
同
表
対
空
警
戒
対
処
等
手
当
の
項
中
「
（
自
衛
隊
法
第
八
十

二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
弾
道
ミ
サ
イ
ル
等
に
対
す
る
破
壊
措
置
又
は
同
法
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
領
空
侵
犯
に
対
す
る

措
置
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
航
空
自
衛
官
（
防
衛
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
業
務
を
行
う
の

に
必
要
な
技
能
を
有
す
る
と
認
定
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）
」
を
「
職
員
」
に
、
「
七
百
四
十
円
」
を
「
千
六
百
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
額
」
に
改
め
、
同
表
夜
間
特
殊
業
務
手
当
の
項
中
「
（
深
夜
に
お
け
る
勤
務
時
間
が
二
時
間

に
満
た
な
い
も
の
を
除
く
。
）
」
及
び
「
（
勤
務
時
間
が
深
夜
の
全
部
又
は
一
部
を
含
む
勤
務
の
職
員
一
人
当
た
り
の
一
月
に

お
け
る
平
均
的
な
回
数
が
六
回
未
満
で
あ
る
業
務
と
し
て
防
衛
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
従
事
す
る
職
員
（
以
下
「
特
定
回
数
深

夜
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
七
百
三
十
円
）
」
を
削
り
、
「
（
特
定
回
数
深
夜
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
、
四
百

九
十
円
）
」
を
「
（
深
夜
に
お
け
る
勤
務
時
間
が
二
時
間
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
百
十
円
）
」
に
改
め
、
同
表
海



上
警
備
等
手
当
の
項
中
「
千
百
円
（
当
該
業
務
が
特
に
困
難
な
作
業
で
心
身
に
著
し
い
負
担
及
び
緊
張
を
与
え
る
と
防
衛
大
臣

が
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
に
そ
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
）
」
を
「
千
六
百
五
十
円
を
超
え

な
い
範
囲
内
で
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
額
」
に
改
め
、
同
表
救
急
救
命
処
置
手
当
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

特
殊
過
重
勤
務
手

自
衛
隊
法
第
六
章
に
規
定
す
る
行
動
又
は
こ
れ

作
業
一
日
に
つ
き
三
千
二
百
四
十
円

当

に
準
ず
る
活
動
と
し
て
防
衛
大
臣
が
定
め
る
も

の
に
際
し
て
、
遭
難
者
等
の
捜
索
救
助
そ
の
他

の
防
衛
大
臣
の
定
め
る
危
険
又
は
困
難
等
を
伴

う
作
業
（
一
日
の
作
業
時
間
が
十
二
時
間
以
上

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
引
き
続
き
七
日
以

上
従
事
す
る
自
衛
官

レ
ン
ジ
ャ
ー
作
業

レ
ン
ジ
ャ
ー
の
教
育
訓
練
そ
の
他
の
特
に
困
難

作
業
一
日
に
つ
き
四
千
二
百
六
十
円
を
超
え
な

手
当

又
は
危
険
が
伴
う
業
務
に
関
す
る
訓
練
課
程

い
範
囲
内
で
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
額

（
防
衛
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お



い
て
防
衛
大
臣
の
定
め
る
作
業
に
従
事
す
る
陸

上
自
衛
官

別
表
第
五
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五

職
員
が
同
一
の
日
に
お
い
て
特
殊
過
重
勤
務
手
当
を
支
給
さ
れ
る
作
業
及
び
災
害
派
遣
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
作
業

又
は
国
際
緊
急
援
助
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
作
業
及
び
業
務
に
従
事
し
た
者

に
対
す
る
こ
れ
ら
の
手
当
の
支
給
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
の
手
当
を
支
給
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


